
●
は
じ
め
に

現
在
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
米
国
、
カ
ナ
ダ
を

加
え
た
米
州
諸
国
の
私
法
統
一
を
推
進
す
る
組
織

と
し
て
、
米
州
機
構
の
米
州
国
際
私
法
専
門
会
議

（C
onferencia E

specializada Interam
ericana de 

D
erecho Internacional Privado

＝
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
）

が
あ
る
。
一
九
七
五
年
に
発
足
し
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ

は
こ
れ
ま
で
に
六
回
を
重
ね
、
二
五
の
条
約
・
議

定
書
が
採
択
さ
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
本
来
、
米
州
全
体
の
私
法
統
一

を
目
指
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
北
ア
メ
リ
カ
諸

国
が
批
准
・
加
入
し
た
条
約
は
僅
か
で
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｉ
Ｐ
の
役
割
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
の
み
の
私

法
統
一
に
偏
向
し
て
い
た
。
こ
の
要
因
に
は
、
経

済
格
差
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
法
伝
統
の
違
い
（
大

陸
法
と
コ
モ
ン
ロ
ー
）、
ま
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
が
、
一
般
的
に
私
法
統
一
の
た
め
必
要
な
外

国
法
研
究
に
消
極
的
と
い
う
、
あ
る
種
の
軽
視
が

あ
る
。

し
か
し
、
北
米
自
由
貿
易
協
定
（N

orth 

A
m

erica Free Trade A
greem

ent

）
や
米
州
自
由

貿
易
地
域
（Á

rea de Libre C
om

ercio de las A
m

éricas

）
構
想
な
ど
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
経
済
関

係
の
密
接
化
が
進
む
一
九
九
○
年
代
に
入
る
と
、

北
ア
メ
リ
カ
側
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
へ
の
参
加
が
活
発

化
し
て
き
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
も
、
二
○
○

二
年
の
第
六
回
会
議
よ
り
国
際
ル
ー
ル
作
成
の
新

た
な
手
法
と
し
て
、
米
国
を
起
源
と
す
る
「
モ
デ

ル
法
」
方
式
を
採
用
し
、
同
会
議
で
は
、
米
国
と

メ
キ
シ
コ
を
中
心
に
策
定
さ
れ
た
「
米
州
動
産
担

保
モ
デ
ル
法
」（Ley M

odelo Interam
ericana de 

G
arantas M

obiliarias

＝
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
）
が
採
択

さ
れ
た
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
い
し
米
州
の
私
法
統
一
と

い
う
テ
ー
マ
を
扱
う
場
合
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
格
好

の
研
究
対
象
と
な
る
。
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
非
占
有

移
転
型
の
担
保
物
権
を
認
め
、
債
務
者
に
担
保
目

的
物
の
利
用
を
許
容
し
、
債
権
者
に
は
私
的
実
行

を
可
能
と
す
る
担
保
法
制
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。

同
時
に
、（
電
子
的
）
担
保
登
録
制
度
も
導
入
し
、

米
州
全
域
に
わ
た
る
一
つ
の
金
融
市
場
の
創
設
を

目
論
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の

金
融
実
務
を
反
映
し
た
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
大
陸
法

伝
統
が
大
半
を
占
め
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に

お
い
て
、
そ
の
法
的
概
念
が
従
来
の
枠
組
み
に
必

ず
し
も
合
致
せ
ず
、
異
な
る
法
伝
統
の
調
和
が
議

論
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
と
は
別
に
、
同
諸
国
に

対
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
影
響
を
受
け
た
世
銀
モ

デ
ル
に
基
づ
く
担
保
法
制
改
革
を
推
進
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
存
在
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

で
は
、
二
つ
の
、
し
か
し
コ
モ
ン
ロ
ー
の
影
響
が

あ
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
、
担
保
法
制
改
革
が

進
め
ら
れ
て
い
た
。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
第
五
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
初
め

て
そ
の
策
定
が
提
案
さ
れ
た
が
、
そ
の
議
論
が
始

ま
っ
た
一
九
九
○
年
代
は
、
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
進
展
に
よ
り
国
際
競
争
が
激
化
し
、
そ
こ
で
は

企
業
の
円
滑
な
資
金
調
達
が
一
層
重
要
と
な
る
一

方
、
同
時
期
の
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ

る
銀
行
の
資
本
健
全
性
規
制
（
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ

規
制
）
等
に
代
表
さ
れ
る
国
際
的
金
融
規
制
に
よ

り
、
信
用
取
引
上
、
金
融
機
関
へ
の
十
分
な
保
証

提
供
が
要
求
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
国
レ
ベ
ル
で

の
金
融
（
担
保
）
制
度
改
革
、
ま
た
国
際
金
融
促

進
の
た
め
世
界
的
な
統
一
基
準
が
必
要
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
に
偏
向
し

て
い
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
私
法
統
一
事
業
は
、
一
九

九
○
年
代
以
降
の
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
北
ア
メ

リ
カ
諸
国
の
積
極
的
な
参
加
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン

ロ
ー
の
受
容
の
要
請
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
変
化

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
私
法
統
一
の
展
望̶

米
州
動
産
担
保
モ
デ
ル
法
を
中
心
に
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し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
本
稿
は
、
ま
ず

第
一
に
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の

役
割
・
手
法
の
変
化
を
含
め
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
の
私
法
統
一
事
業
の
現
状
を
瞥
見
し
、
第
二

に
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
「
異
な

る
法
伝
統
の
調
和
」
に
つ
い
て
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
を

遡
上
に
の
せ
考
察
し
、
最
後
に
、
同
諸
国
の
私
法

統
一
事
業
の
将
来
的
展
望
を
指
し
示
し
、
結
び
と

す
る
。

●
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ

①
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
位

置
づ
け
・
特
色
な
ら
び

に
傾
向

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
米

州
機
構
発
足
を
端
緒
に

創
設
さ
れ
た
、
専
門
的

・
技
術
的
事
項
を
扱
う

国
家
間
の
会
合
で
あ
る
。

条
約
等
の
作
成
に
は
、

同
機
構
の
管
轄
組
織
が

選
任
す
る
者
が
構
成
す

る
「
専
門
家
委
員
会
」

（R
euniones de ex-

pertos gubernam
ental-

es

）
が
主
と
し
て
草
案

の
起
草
に
携
わ
る
。
同

委
員
会
の
会
合
に
は
加

盟
国
も
参
加
し
、
議
論

を
行
う
。

一
九
四
七
年
か
ら
二
○
○
一
年
ま
で
に
米
州
機

構
で
採
択
さ
れ
た
条
約
は
六
六
を
数
え
る
。
同
期

間
に
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
採
択
さ
れ
た
条
約
数
二
三
は

そ
の
三
五
％
に
相
当
す
る
。
一
九
四
七
年
か
ら
一

九
七
四
年
ま
で
に
採
択
さ
れ
た
条
約
は
一
八
で
あ

る
が
、
一
九
七
五
年
か
ら
二
○
○
一
年
ま
で
の
そ

れ
は
四
八
に
の
ぼ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
創
設
後
の
条

約
締
結
件
数
の
大
幅
な
増
加
は
、
私
法
統
一
事
業

に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
特
色
の
一
つ
は
、
そ
の
審
議
事

項
の
提
案
が
前
回
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
お
い
て
提
出

さ
れ
る
点
で
あ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
四
、
五
年
に

一
度
開
催
さ
れ
、
そ
の
間
に
関
係
組
織
・
加
盟
国

が
議
論
を
行
う
。
ま
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
開
催
後
も
、

適
宜
に
条
約
等
の
採
用
促
進
を
図
っ
て
い
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
は
、
第
五
回
以
降
、
つ
ま
り
一

九
九
○
年
代
か
ら
、
国
際
私
法
や
法
の
衝
突
な
ど

国
際
法
の
伝
統
的
分
野
か
ら
離
れ
、
商
事
・
経
済

法
分
野
が
主
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
第

六
回
か
ら
、
ル
ー
ル
作
成
の
手
法
が
条
約
か
ら
モ

デ
ル
法
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
こ
れ
は
、
第
三
回
以

降
の
条
約
採
択
数
の
減
少
傾
向
を
改
善
す
る
一
打

開
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
モ
デ
ル
法
は
、
文
字

通
り
、
国
内
法
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
、
各
国
が
国

内
の
状
況
に
適
し
た
形
で
立
法
化
を
図
り
う
る
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
法
は
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
諸
国
に
馴
染
み
が
な
く
、
そ
の
策
定
プ

ロ
セ
ス
へ
の
参
加
が
消
極
的
に
な
り
う
る
と
し
て
、

加
盟
国
間
の
さ
ら
な
る
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
モ
デ
ル
法
の
起
源
は
米
国
に
あ
り
、
こ

の
方
式
の
採
用
が
、
同
国
の
参
加
を
促
進
し
た
と

も
い
え
る
。
こ
の
傾
向
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
本
来
の

目
的
を
達
成
す
べ
く
歓
迎
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

異
な
る
法
伝
統
の
調
和
を
含
め
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の

さ
ら
に
積
極
的
な
役
割
が
重
要
と
な
る
。

②
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の

参
加ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
ほ

か
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ

や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
も
参
加
し
、
経
済
的

・
社
会
的
に
関
心
の
高
い
テ
ー
マ
に
関
す
る
条
約

を
受
容
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
一
九
八
○

年
「
国
際
物
品
売
買
に
関
す
る
条
約
」（C

onven-

tion on C
ontracts for the International Sale of 

G
oods

）
の
作
成
に
、
メ
キ
シ
コ
の
法
学
者
バ
レ

ー
ラ 

（Jorge B
arrera G

raf

）
博
士
が
参
加
し
た

こ
と
、
ま
た
同
時
期
か
ら
の
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
議
論
が
、
同
諸
国
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
へ
の

参
加
を
積
極
的
に
し
た
。
な
お
、
ハ
ー
グ
国
際
私

法
会
議
は
、
欧
州
諸
国
が
中
心
で
あ
る
が
、
多
分

野
の
私
法
統
一
、
ま
た
コ
モ
ン
ロ
ー
と
大
陸
法
の

調
和
と
い
う
課
題
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ

Ｐ
と
共
通
点
が
多
い
。
こ
の
意
味
で
、
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
諸
国
の
同
会
議
へ
の
参
加
は
、
欧
米
全
体

の
私
法
統
一
に
導
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
三
つ
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
条
約
を

積
極
的
に
受
容
し
て
い
る
の
は
、
同
諸
国
の
う
ち
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
メ
キ
シ
コ
だ
け
で
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ

Ｐ
の
そ
れ
よ
り
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同

諸
国
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
私
法
統
一
事
業

を
、「
自
分
達
の
地
域
で
あ
る
」
と
い
う
強
い
意

第 1回
（１９７５年）

１ 為替・約束手形およびインボイスにおける法の衝突に関する米州条約
２ 小切手における法の衝突に関する米州条約
３ 国際商事仲裁に関する米州条約
４ 司法共助に関する米州条約
５ 外国における証拠の受領に関する米州条約
６ 外国において行使されうる権限についての法制度に関する米州条約

第 2回
（１９７９年）

７ 小切手における法の衝突に関する米州条約
８ 会社における法の衝突に関する米州条約
９ 国際私法上の私人の住所に関する米州条約
１０ 保全措置の執行に関する米州条約
１１ 国際私法の一般規範に関する米州条約
１２ 外国仲裁判断および裁定の域外効力に関する米州条約
１３ 外国法に関する証拠および情報に関する米州条約
１４ 司法共助に関する米州条約についての付属議定書

第 3回
（１９８４年）

１５ 未成年の認知における法の衝突に関する米州条約
１６ 国際法上の法人の人格および能力に関する米州条約
１７ 外国判決の域外効力に対する国際上の適格に関する米州条約
１８ 外国における証拠の受領に関する米州条約についての付属議定書

第 4回
（１９８９年）

１９ 未成年の国際的返還に関する米州条約
２０ 扶養義務に関する米州条約
２１ 国際陸上物品運送契約に関する米州条約

第 5回
（１９９４年）

２２ 国際契約の準拠法に関する米州条約
２３ 未成年の国際売買に関する米州条約

第 6回
（２００２年）

２４ 動産担保に関する米州モデル法
２５ 陸上物品運送を規制する直接譲渡可能な運送証券に関するモデル法

表１　ＣＩＤＩＰで採択された条約等一覧

（出所）米州機構資料により筆者作成。
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

識
で
推
進
す
る
事
情
に
加
え
、
そ
の
審
議
に
は
、

全
加
盟
国
に
発
言
権
・
議
決
権
が
あ
り
、
積
極
的

な
参
加
が
で
き
る
、
と
い
う
制
度
上
の
理
由
に
よ

る
。し

か
し
、
私
法
統
一
の
「
事
業
の
二
重
化
」
の

懸
念
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
基
準
を
積
極
的
に

受
容
す
べ
き
か
、
も
し
く
は
米
州
機
構
で
法
統
一

事
業
を
推
進
す
べ
き
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
そ
の
他
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参

加
を
基
調
に
法
統
一
事
業
を
推
進
す
る
「
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｉ
Ｐ
不
要
論
」
も
あ
る
。
他
方
、
世
界
レ
ベ
ル
で

議
論
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
対
し
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
は
少
な
か
ら
ず
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
、

と
も
い
わ
れ
る
。

な
お
、
米
州
条
約
は
世
界
各
国
が
批
准
で
き
る

が
、
こ
れ
ま
で
、
欧
州
諸
国
で
は
ス
ペ
イ
ン
が
二

つ
の
米
州
条
約
を
批
准
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

扱
わ
れ
る
条
約
の
テ
ー
マ
に
も
よ
ろ
う
が
、
米
州

条
約
に
対
す
る
、
欧
州
諸
国
側
の
軽
視
の
よ
う
な

印
象
も
受
け
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ

は
、
適
宜
に
諸
国
際
機
関
の
関
係
者
を
招
待
し
、

積
極
的
な
情
報
交
流
に
努
め
て
い
る
。
か
か
る
活

動
は
、
域
内
に
と
ら
わ
れ
な
い
国
際
的
統
一
基
準

の
確
立
に
導
く
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

●
動
産
担
保
モ
デ
ル
法

①
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
提
言
と
動
産
担
保
制
度
改
革

前
述
し
た
よ
う
に
、
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国

際
的
金
融
規
制
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
担

保
法
制
改
革
を
急
務
と
さ
せ
た
。

同
諸
国
に
対
し
、
当
初
、「
法
制
度
経
済
分
析

研
究
所
」（C

enter for the E
conom

ic A
nalysis of 

Law

＝
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
）
が
働
き
か
け
た
。
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ

は
、
米
州
開
発
銀
行
、
世
銀
な
ら
び
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な

ど
と
協
力
し
、
諸
政
策
の
法
的
・
経
済
的
分
析
を

行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
り
、
一
九
九
○
年
代
に
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
十
数
カ
国
の
担
保
法
制
の
調
査
を
実
施

す
る
と
共
に
、
カ
ナ
ダ
お
よ
び
米
国
の
動
産
担
保

制
度
（
と
り
わ
け
米
国
統
一
商
法
典
第
九
編
＝

U
niform

 C
om

m
ercial C

ode-A
rticle 9.

以
下
、
Ｕ

Ｃ
Ｃ
│

９
）
の
活
用
を
提
言
し
、
個
別
的
に
動
産

担
保
法
の
起
草
に
も
携
わ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
義
的
目
標
は
、
政
策
的
観
点

か
ら
の
担
保
法
制
改
革
に
よ
る
資
金
調
達
促
進
で

あ
っ
て
、
異
な
る
法
伝
統
へ
の
配
慮
は
形
式
に
と

ど
ま
っ
た
印
象
が
あ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
の
二
○
○
二

年
ま
で
の
報
告
で
は
、
起
草
さ
れ
た
動
産
担
保
法

案
を
法
律
化
し
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
の
活
動
と
並
行
し
て
、

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
「
動
産
担
保
モ
デ
ル
法
」

の
策
定
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
情
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
の
起
草
過
程
・
承
認
・
採
用
の

動
向Ｃ

Ｅ
Ａ
Ｌ
の
働
き
か
け
と
同
時
期
に
、
米
州
機

構
内
で
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
策
定
の
動
き
が
始
ま
っ
た
。

担
当
国
は
米
国
と
メ
キ
シ
コ
で
、
ウ
ル
グ
ア
イ
が

同
法
策
定
の
調
整
役
（R

elator
）
と
な
っ
た
。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
策
定
作
業
は
、
当
初
、
米
国
・
ア

リ
ゾ
ナ
州
に
あ
る
「
米
州
貿
易
法
律
研
究
所
」

（N
ational Law

 C
enter for Inter-A

m
erican Free 

Trade

＝
Ｎ
Ｌ
Ｃ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
）
に
よ
り
作
成
済
み
で

あ
っ
た
モ
デ
ル
法
案
（
ア
リ
ゾ
ナ
案
）
が
基
盤
と

さ
れ
た
。
Ｎ
Ｌ
Ｃ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の

経
済
・
貿
易
振
興
の
た
め
の
法
制
度
整
備
を
推
進

す
る
、
一
九
九
二
年
設
立
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
。

ア
リ
ゾ
ナ
案
は
、
必
然
的
に
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９
を

強
く
反
映
す
る
た
め
、
大
陸
法
と
調
整
を
図
る
べ

く
、
メ
キ
シ
コ
が
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
作
成
に
参
加
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

二
○
○
○
年
二
月
に
第
一
回
専
門
家
委
員
会
が

開
催
さ
れ
、
米
国
・
メ
キ
シ
コ
を
は
じ
め
十
数
カ

国
が
出
席
し
た
。
米
国
は
ア
リ
ゾ
ナ
案
を
、
そ
し

て
メ
キ
シ
コ
も
独
自
の
起
草
案
を
提
出
し
た
。
同

年
一
一
月
の
第
二
回
会
合
に
先
立
ち
米
国
・
メ
キ

シ
コ
は
、
合
同
報
告
書
「
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
案
お
よ
び

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
を
作
成
し
、
加
盟
国
間
へ
公

表
し
た
。
第
二
回
会
合
に
は
一
五
カ
国
が
参
加
し
、

同
報
告
書
を
も
と
に
議
論
を
行
い
、
若
干
の
点
に

つ
き
モ
デ
ル
法
を
修
正
す
べ
き
指
摘
が
あ
っ
た
た

め
、
米
国
・
メ
キ
シ
コ
は
、
二
○
○
一
年
九
月
ま

で
に
新
た
な
モ
デ
ル
法
案
を
作
成
し
、
米
州
機
構

に
提
出
し
た
。

二
○
○
二
年
二
月
の
第
六
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
は
、

修
正
が
施
さ
れ
た
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
が
全
会
一
致
で
承

認
さ
れ
、
そ
の
採
用
の
た
め
加
盟
国
間
へ
照
会
さ

れ
た
。
採
択
か
ら
間
も
な
い
た
め
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ

採
用
の
動
き
は
ま
だ
明
確
で
は
な
い
が
、
二
○
○

五
年
三
月
に
は
、
ペ
ル
ー
の
国
会
で
動
産
担
保
法

案
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ

Ｇ
Ｍ
の
「
代
替
的
な
」
規
範
の
創
設
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
意
図
は
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
と
一
致
す
る
。

③
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
の
特
色
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
担
保
法
制
改
革
は
、

そ
の
議
論
が
始
ま
っ
た
と
き
の
状
況
か
ら
も
、
経

済
効
率
の
観
点
か
ら
扱
わ
れ
て
き
た
傾
向
が
強
い
。

し
か
し
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
は
、
異
な
る
法
伝
統
の

調
和
と
い
う
法
的
観
点
か
ら
の
配
慮
も
な
さ
れ
た
。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
全
七
三
条
か
ら
な
り
、
そ
の
特

色
を
端
的
に
示
せ
ば
、
米
国
モ
デ
ル
の
影
響
が
強

い
。
た
だ
し
こ
れ
は
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９
の
模
倣
で
は
な

く
、
大
陸
法
と
の
調
和
が
図
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
担
保
目
的
物
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
と
同
様
、
広
範
な
扱
い
で
あ
る
が

（
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
）、
被
担

保
債
権
に
つ
い
て
「
極
度
額
」
の
設
定
が
明
定
さ

れ
た
（
同
第
四
条
第
三
号
）。
こ
れ
は
、
大
陸
法

上
の
「
被
担
保
債
権
の
詳
細
な
内
容
記
載
を
要
す

る
」
と
い
う
原
則
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
り
、
さ

ら
に
極
度
額
の
未
設
定
は
、
追
加
融
資
が
あ
る
際
、

悪
意
的
な
実
務
を
助
長
し
か
ね
な
い
（
た
と
え
ば
、

連
帯
保
証
人
に
対
す
る
不
明
瞭
な
債
務
範
囲
）、

と
い
う
懸
念
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
大
半
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
人
権

保
障
の
観
点
か
ら
自
力
救
済
を
違
憲
と
す
る
が
、

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９
と
同
様
、
私
的

実
行
制
度
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
│

９

が
占
有
回
復
に
つ
き
債
務
者
へ
の
通
知
を
要
求
し

な
い
反
面
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
そ
れ
を
要
求
す
る
な

ど
（
同
第
五
四
条
お
よ
び
第
五
五
条
）、
債
務
者

に
配
慮
し
た
規
定
も
設
け
ら
れ
、
同
様
に
、
債
権

者
の
権
利
濫
用
に
対
す
る
債
務
者
保
護
（
同
第
六

三
条
）、
担
保
の
解
釈
・
実
行
に
関
わ
る
紛
争
の

仲
裁
制
度
も
明
定
さ
れ
た
（
同
第
六
八
条
）。

Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
は
、
二
○
○
○
年
か
ら
米
州
諸
国

間
の
有
意
義
な
議
論
を
も
っ
て
策
定
さ
れ
、
Ｃ
Ｅ

Ａ
Ｌ
と
異
な
り
、
法
的
観
点
か
ら
の
配
慮
を
中
心

に
作
業
が
行
わ
れ
た
。
か
か
る
成
果
は
、
そ
の
他

の
国
際
機
関
で
の
議
論
に
も
資
す
る
部
分
が
あ
ろ

う
。

●
お
わ
り
に

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
私
法
統
一
事
業
に
お
い
て
、
こ

れ
ま
で
北
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
参
加
は
僅
か
で
、
そ

の
役
割
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
私
法
統
一
に
偏
向

し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
○
年
代
か
ら
北
ア

メ
リ
カ
諸
国
の
参
加
も
積
極
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
は
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の
経
済
関
係
の
密
接
化
、

ま
た
第
六
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
か
ら
新
し
く
、
米
国
を

起
源
と
す
る
「
モ
デ
ル
法
」
方
式
を
採
用
し
た
こ

と
も
一
因
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
方
式
の
評
価
は
米

州
機
構
内
で
も
二
分
す
る
が
、
モ
デ
ル
法
を
通
じ

た
内
容
の
類
似
す
る
立
法
化
を
図
り
、
私
法
統
一

事
業
を
推
進
せ
し
め
る
試
み
と
し
て
、
評
価
に
値

し
よ
う
。

か
か
る
私
法
統
一
事
業
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、

そ
の
課
題
で
あ
る
「
異
な
る
法
伝
統
の
調
和
」
の

近
時
の
事
例
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
本
稿
で
見

た
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
九
○
年

代
以
降
の
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
対
峙
す

べ
く
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
急
務
と
さ
れ
た

担
保
法
制
改
革
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
で
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｌ
は
、
個
別
的
な
形
で
同

諸
国
の
担
保
法
制
改
革
に
携
わ
っ
た
。
た
だ
し
そ

の
活
動
は
、
米
国
モ
デ
ル
の
「
強
要
」
と
い
っ
た

印
象
も
あ
り
、
そ
の
た
め
か
、
第
六
回
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ

Ｐ
ま
で
の
間
、
同
諸
国
で
動
産
担
保
制
度
を
法
律

化
し
た
国
は
な
か
っ
た
。
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
も
、
コ
モ

ン
ロ
ー
の
担
保
法
制
を
反
映
す
る
。
し
か
し
、
前

述
し
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
議
論
に

お
い
て
、
異
な
る
法
伝
統
の
調
整
が
図
ら
れ
た
。

内
容
と
し
て
は
米
国
モ
デ
ル
の
影
響
が
強
く
、

そ
れ
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
側
が
受
容
す
る
形
と
な

り
、
米
国
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
汎
米
主
義
の
促

進
と
も
な
る
。
し
か
し
、
か
か
る
思
想
の
延
長
上
、

と
も
す
れ
ば
米
国
主
導
の
私
法
統
一
事
業
が
推
進

さ
れ
う
る
な
か
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
大
陸
法
伝
統

が
大
半
を
占
め
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
、
そ

の
意
見
を
能
動
的
に
表
明
で
き
る
機
会
を
保
障
し
、

そ
れ
ゆ
え
同
諸
国
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
私

法
統
一
事
業
に
重
き
を
お
く
姿
勢
を
示
し
た
と
見

う
る
。
米
国
も
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
通
じ
た
取
り
組

み
と
そ
の
役
割
を
評
価
し
た
。

南
北
ア
メ
リ
カ
の
経
済
関
係
が
さ
ら
に
密
接
に

な
る
に
つ
れ
、
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
の
よ
う
な
事
例
は
今

後
も
増
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
役

割
が
さ
ら
に
重
要
と
な
り
、
ま
た
そ
の
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
異
な
る
法
伝
統
の
調
和
は
、

世
界
レ
ベ
ル
の
私
法
統
一
事
業
に
も
資
す
る
可
能

性
が
あ
ろ
う
。

（
お 

か
べ　

た
く
／
グ
ア
ダ
ラ
ハ
ラ
大
学

（U
niversidad de G

uadalajara

）・
経
済
経

営
学
部
（
Ｃ
Ｕ
Ｃ
Ｅ
Ａ
）・
経
済
地
域
研
究

所
（
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
）
客
員
教
授
）
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